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【手続補正書】
【提出日】平成20年2月21日(2008.2.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　【請求項１】　アルカリ蓄電池の負極に用いるアルカリ蓄電池用水素吸蔵合金であっ
て、ＬａとＰｒとＮｄとからなる希土類元素とマグネシウムとニッケルとアルミニウムと
を含み、希土類元素の組成比をａ、マグネシウムの組成比をｂ、ニッケルの組成比をｃ、
アルミニウムの組成比をｄとした場合に、０．１０≦ｄ／（ａ＋ｂ）、０．１５≦ｂ／（
ａ＋ｂ）≦０．１９、ｂ／ｃ≦０．０６の条件を満たすことを特徴とするアルカリ蓄電池
用水素吸蔵合金。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　　【００１２】
　　【課題を解決するための手段】
　この発明におけるアルカリ蓄電池用水素吸蔵合金においては、上記のような課題を解決
するため、ＬａとＰｒとＮｄとからなる希土類元素とマグネシウムとニッケルとアルミニ
ウムとを含む水素吸蔵合金であって、希土類元素の組成比をａ、マグネシウムの組成比を
ｂ、ニッケルの組成比をｃ、アルミニウムの組成比をｄとした場合に、０．１０≦ｄ／（
ａ＋ｂ）、０．１５≦ｂ／（ａ＋ｂ）≦０．１９、ｂ／ｃ≦０．０６の条件を満たすよう
にしたのである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１５】
　また、上記のＬａとＰｒとＮｄとからなる希土類元素とマグネシウムとの合計量に対す
るアルミニウムの量が少なくなりすぎると、アルカリ蓄電池におけるサイクル寿命が低下
するため、この発明においては、上記のようにｄ／（ａ＋ｂ）の値が０．１０以上になっ
た水素吸蔵合金を用いるようにしたのである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　　【００３２】
　　【発明の効果】
　以上詳述したように、この発明におけるアルカリ蓄電池においては、その負極における
水素吸蔵合金として、ＬａとＰｒとＮｄとからなる希土類元素とマグネシウムとニッケル
とアルミニウムとを含み、希土類元素の組成比をａ、マグネシウムの組成比をｂ、ニッケ
ルの組成比をｃ、アルミニウムの組成比をｄとした場合に、０．１０≦ｄ／（ａ＋ｂ）、
０．１５≦ｂ／（ａ＋ｂ）≦０．１９、ｂ／ｃ≦０．０６の条件を満たすものを用いるよ
うにしたため、容量が大きく、サイクル寿命にも優れたアルカリ蓄電池が得られるように
なった。
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